
 
―オンラインによる試み― 

 

 旧優生保護法は、戦後1948年に成立（第2回国会、96年廃止）し、法の目的には「優生上の見地か

ら不良な子孫の出生を防止する」とありました。その後、49年5月、52年3月に「改正」され、強制優

生手術の申請が医師の任意的判断から「申請しなければならない」と義務付けられ、また優生手術

の対象を拡大し、遺伝性疾患（第４条）だけでなく、ハンセン氏病や「遺伝性以外の精神病、精神薄

弱」（第 12条）者にまで拡大しました。統計によれば、強制優生手術は 1989年まで続いていました。

しかし、障害者への優生手術の事実解明は、いまだ十分に進んでいるとはいえません。このような

研究状況にかんがみ、優生手術の事実解明に向けた研究交流をすることと致しました。 

 新型コロナウイルスの感染拡大のため、茨障研では試みとして、オンラインを

使って設定しました。みなさん、どうぞご参加ください。 

 

■ 内容 

13:50 開会（あいさつ） 各報告は 20分、質疑5分 順番は変更もあります！ 

14:00 

 

研究報告 「岐阜県優生保護審査会の資料から見えてくること」 

     小森 淳子（岐阜協立大学非常勤講師） 

14:30 

15:00 

研究報告 「12人の強制不妊手術をされた人たち—京都の事例から考える」 

     森下 武宣（全障研茨城支部） 

 質疑（20分）、休憩（10分） 

15:30 研究報告 「優生保護法の改定にかかわって—精神薄弱児施設と厚生省の動き」（仮） 

中村 隆一（人間発達研究所） 

16:00 

16:30 

研究報告 「優生保護法と行政（茨城県）的展開―1955年開示資料を手掛かりに」 

船橋 秀彦（福祉型専攻科シャンティつくば） 

～17:00 質疑（20分） まとめ・閉会（10分） 

※ 興味のある報告を聞いていただき、途中で「退出」をされてもＯＫです。 

 

■ 期 日 2020年9月6日（日）13:50～17:00 

■ 方 法 オンライン（Zoom）で進めます。 

■ 参加費 今回は「試み」のため無料で行います。ただし、30名までとさせていただきます。 

■ 申し込み 参加希望者は、下記のメールアドレスに、優生保護法の研究会参加希望と明記の上、

氏名及び受信するアドレス、お住まいの地域等をお知らせください。9月 1日締切り

とします！ 

 Ｅmail funabashi★msi.biglobe.ne.jp ★を＠に変えてください。 

■ 主 催 全国障害者問題研究会茨城支部 

☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆ 

zoomの会議にはスマホ、タブレット、パソコン（ただし、カメラとマイクが付いていない場合は、外

付けでウェブ用のカメラとマイクが必要になります）のいずれかがあれば参加できます。接続は

ホスト（船橋）から、当日（9月6日）の 12:20にメールをお送りしますので、そこに記された URLをク

リックするだけで参加できます。 

mailto:funabashi@msi.biglobe.ne.jp

